
中央労働委員会文書決裁規程

○中央労働委員会訓第２号

中央労働委員会文書決裁規程を次のように定める。

平成２２年３月１７日

平成２５年４月８日 一部改正

平成２７年４月１日 一部改正

平成２７年９月１６日 一部改正

平成２９年７月７日 一部改正

中央労働委員会会長 諏訪 康雄

中央労働委員会文書決裁規程

（目的）

第１条 この訓令は、中央労働委員会における決裁及び公文書の発簡について必要な

事項を定めることにより、行政事務の能率的な遂行を図ることを目的とする。

（定義）

第２条 この訓令で「事務局長」とは、労働組合法（昭和２４年法第１７４号）の規

定により中央労働委員会にその事務を整理するために置かれる事務局の長をいい、

「審議官」とは、厚生労働省組織令（平成１２年政令第２５２号）の規定により、

命を受けて、委員会の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案

に参画する者をいう。

２ この訓令で「課長」とは、厚生労働省組織令の規定により事務局に置かれる課の

長、厚生労働省組織規則（平成１３年厚生労働省令第１号）に規定する室の長及び

中央労働委員会事務局の内部組織に関する訓令（平成１３年厚生労働省・中央労働

委員会訓第１号）の規定により置かれる室であって、別に総務課長が定めるものの

長をいう。

３ この訓令で「地方事務所長」とは、労働組合法の規定により事務局に置かれる地

方事務所の長をいう。

４ この訓令で「専決」とは、決裁権者の権限に属する特定の事務を常時決裁権者に



代り意思決定することをいう。

５ この訓令で「代決」とは、決裁権者が不在のときに、一時その者に代り意思決定

することをいう。

（会長の決裁事項）

第３条 次に掲げる事項については、会長までの決裁を受けなければならない。

（１） あっせん員、調停委員及び仲裁委員の指名に関する事項

（２） 規則の制定及び改廃に関する事項

（３） 初審命令の履行状況の照会に関する事項

（４） 初審命令履行勧告に関する事項

（５） 申立書の補正勧告に関する事項

（６） 書類提出督促に関する事項

（７） 審査の併合・分離に関する事項

（８） 除斥・忌避申立てに伴う審査手続の中止に関する事項

（９） 調査開始通知に関する事項

（１０） 代理人・補佐人の許可に関する事項

（１１） 調査通知に関する事項

（１２） 審問開始通知に関する事項

（１３） 審問通知に関する事項

（１４） 審問期日変更通知に関する事項

（１５） 審問再開通知に関する事項

（１６） 審問再開決定通知に関する事項

（１７） 参与委員意見聴取に関する事項

（１８） 証人呼出通知に関する事項

（１９） 当事者呼出通知に関する事項

（２０） 証人等出頭命令に関する事項

（２１） 物件提出命令通知に関する事項

（２２） 証人等出頭命令等異議申立てに関する事項

（２３） 証人等出頭命令等審査申立てに関する事項

（２４） 和解調書及び執行文の送達に関する事項



（２５） 不当労働行為事件終結通知に関する事項

（２６） 命令書の交付に関する事項

（２７） 決定書の交付に関する事項

（２８） 資格審査決定書の交付に関する事項

（２９） 命令の訂正通知に関する事項

（３０） 命令の履行状況照会に関する事項

（３１） 指定代理人指定書の提出に関する事項

（３２） 指定代理人選任書の提出に関する事項

（３３） 確定判決不履行通知に関する事項

（３４） 審査再開決定書に関する事項

（３５） 審査再開決定通知に関する事項

（３６） 緊急命令履行状況照会に関する事項

（３７） 緊急命令不履行通知に関する事項

（３８） 平成１５年中央労働委員会告示第１号（行政執行法人関係）に関する事

項

（３９） 不当労働行為審査の管轄指定に関する事項

（４０） 不当労働行為審査に関する都道府県労委照会の回答に関する事項

（４１） 移送通知書に関する事項

（４２） 労働協約の拡張適用に関する事項

（４３） 争議行為発生通知に関する事項

（４４） 争議調整の管轄指定に関する事項

（４５） 公益事業の争議調停申請に関する事項

（４６） 調停委員長作成の調停案の公表に関する事項

（４７） 緊急調整の中央労働委員会任務に関する事項

（４８） 個別労働関係紛争処理に係る助言指導に関する事項（各都道府県労委会

長あてに限る。）

（４９） 総会、一般企業担当委員会議、行政執行法人担当委員会議、公益委員会

議及び審査委員会の招集に関する事項

（５０） 全委員実務課題検討会の開催に関する事項



（５１） 中労委全国連絡会議及び地方調整委員長会議の開催に関する事項

（５２） 各種会議への委員の出席に関する事項

（５３） 統計報告承認申請書に関する事項

（５４） 中央労働委員会の後援名義に関する事項

（５５） 前各号に掲げるもののほか、事務局長が会長の決裁を要すると認めたも

の

（部会長の決裁事項）

第４条 前条第４号から第６号まで、第８号、第１２号から第２１号まで、第２３号、

第２５号から第３７号までに掲げる事項のうち、部会で行われた事項については、

部会長までの決裁を受けなければならない。

（審査委員の決裁事項）

第５条 次に掲げる事項については、審査委員までの決裁を受けなければならない。

（１） 調査調書に関する事項

（２） 審問調書に関する事項

（３） 審尋調書に関する事項

（４） 和解認定通知書に関する事項

（５） 和解不認定通知書に関する事項

（６） 前各号に掲げるもののほか、事務局長が審査委員の決裁を要すると認めた

もの

（地方調整委員会議委員長の決裁事項）

第６条 次に掲げる事項については、地方調整委員会議委員長までの決裁を受けなけ

ればならない。

（１） 地方調整委員会議の開催に関する事項

（２） 全委員懇談会の開催に関する事項

（３） 前各号に掲げるもののほか、地方事務所長（東日本区域地方調整委員会議

委員長については事務局長）が地方調整委員会議委員長の決裁を要すると認

めたもの

（地方調整公益委員の決裁事項）

第７条 第３条第９号から第１１号まで及び第５条第１号に掲げる事項のうち、中央



労働委員会が公益を代表する地方調整委員（以下「地方調整公益委員」という。）

に行わせた事項については、地方調整公益委員までの決裁を受けなければならない。

（専決事項）

第８条 第３条から前条までに掲げる事項（第３条第５４号、第５条第６号及び第６

条第３号に掲げる事項を除く。）であって、別に総務課長が定めるところにより専

決処理をすることができることとされているものについては、別に総務課長が定め

る者が専決処理をすることができる。ただし、重要又は異例に属する事項について

は、その内容及び性質に応じ、その上司の決裁を受けるものとする。

（事務局長の決裁事項）

第９条 前条に規定する事項以外の事項であって、次に掲げるもの（ただし、第１５

号から第２１号までについては、一般企業事件を除く。）については、事務局長ま

での決裁を受けなければならない。

（１） 会議の開催に関する事項（第３条に掲げるものを除く。）

（２） 各種会議への職員の出席に関する事項

（３） 職員出張の復命に関する事項

（４） 緊急命令申立通知に関する事項

（５） 緊急命令申立事件取下げ通知に関する事項

（６） 緊急命令申立事件決定通知に関する事項

（７） 緊急命令抗告通知に関する事項

（８） 緊急命令抗告事件決定通知に関する事項

（９） 緊急命令取消変更申立通知に関する事項

（１０） 緊急命令取消変更申立事件決定通知に関する事項

（１１） 緊急命令違反事件決定通知に関する事項

（１２） 執行停止申立通知に関する事項

（１３） 執行停止事件決定通知に関する事項

（１４） 組合定期大会等の傍聴に関する事項

（１５） あっせん経過結果の報告

（１６） あっせん結果の通知・報告

（１７） 調停実施の通知



（１８） 調停結果の通知・報告

（１９） 仲裁決議の通知・報告

（２０） 仲裁委員会の会議に出席し、意見を述べる委員の通知

（２１） 仲裁裁定書の交付・報告

（２２） 個別労働関係紛争処理に関する事項（各都道府県労委事務局長宛に限る。）

（２３） 債権調査確認に関する事項

（２４） 国有財産の使用許可等に関する事項

（２５） 賃金事情等総合調査の実施に関する事項

（２６） 行政執行法人賃金実態調査の実施に関する事項

（２７） 全国労働委員会名簿の編集に関する事項

（２８） 労働委員会年報の編集に関する事項

（２９） 労働委員会関係判例集の編集に関する事項

（３０） 不当労働行為事件命令集の編集に関する事項

（３１） 前各号に掲げるもののほか、審議官又は課長において事務局長の決裁を

要すると認める事項

（審議官の決裁事項）

第１０条 所管事務に係る事務のうち、前２条に規定する事項以外の事項であって、

総務課の所管に属するものを除き、比較的重要なものについては、審議官までの決

裁を受けなければならない。

（課長及び地方事務所長の決裁事項）

第１１条 所管事務に関する事務連絡等に係る事項であって、軽易なものについては、

課長又は地方事務所長の決裁を受けなければならない。

（公文書の発簡）

第１２条 公文書の発簡は、次の各号に掲げる区分に応じ、会長、部会長、審査委員、

地方調整委員会議委員長、地方調整公益委員、事務局長、審議官、課長又は地方事

務所長（以下この条において「文書施行名義者」という。）の名前で行うものとす

る。ただし、当該文書施行名義者の上司により、当該文書施行名義者以外の文書施

行名義者の名で発簡することを指示された場合は、次の各号にかかわらず、当該指

示をされた文書施行名義者の名で発簡するものとする。



（１） 会長、部会長、審査委員、地方調整委員会議委員長又は地方調整公益委員

の決裁事項（第８条の規定により専決処理をすることとされたものを含む。）

に係る公文書 会長名、部会長名、審査委員名、地方調整委員会議委員長名

又は地方調整公益委員名

（２） 事務局長、審議官、課長又は地方事務所長の決裁事項に係る公文書 事務

局長名、審議官名、課長名又は地方事務所長名

（決裁の順序）

第１３条 会長、部会長、審査委員、東日本区域地方調整委員会議委員長又は東日本

区域地方調整公益委員の決裁を要する事項については、会長、部会長、審査委員、

東日本区域地方調整委員会議委員長又は東日本区域地方調整公益委員の決裁を受け

る前に、事務局長の決裁を受けなければならない。

２ 地方調整委員会議委員長又は地方調整公益委員の決裁を要する事項（前項に規定

する事項を除く。）については、地方調整委員会議委員長又は地方調整公益委員の

決裁を受ける前に、地方事務所長の決裁を受けなければならない。

３ 事務局長の決裁を要する事項については、総務課の所管に属するものを除き、決

裁を受ける前に、審議官の決裁を受けなければならない。

（代決）

第１４条 決裁権者が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、特に至急に

処理しなければならない事案については、あらかじめその指定する者が代理の表示

をして決裁することができる。

２ 前項の規定により決裁をしたときは、その者は、事後において速やかに、その旨

を決裁権者に報告しなければならない。

（合議）

第１５条 決裁を要する事項については、それぞれ関係の審議官及び課長に合議しな

ければならない。

附 則

（施行期日）

この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。



附 則（平成２５年４月８日中央労働委員会訓第２号）

（施行期日）

この訓令は、平成２５年４月８日から施行する。

附 則（平成２７年４月１日中央労働委員会訓第３号）

（施行期日）

１ この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 労働委員会規則の一部を改正する規則（平成２７年中央労働委員会規則第１号）

附則第２条第１項の規定により設置される小委員会に係る決裁の取扱いについて

は、中央労働委員会文書決裁規程第６条、第１２条及び第１３条の規定を準用す

る。

附 則（平成２７年９月１６日中央労働委員会訓第９号）

この訓令は、平成２７年９月１６日から施行する。

附 則（平成２９年７月７日中央労働委員会訓第２号）

この訓令は、平成２９年７月１１日から施行する。


